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当社新株予約権保有者により提出された大量保有報告書に係る 

変更報告書に関するお知らせ 
 

当社の新株予約権保有者である植野泰幸（東京都墨田区）より、当社株式に関する大量保有報告書に

係る変更報告書が 2022年３月７日付で関東財務局に提出されました。 

  

1. 概要 

 本件は、時価発行新株予約権信託®制度において受託者である植野泰幸に対して付与された第７回新

株予約権 210,000個のうち、2022年２月 28日付で信託財産の一部が信託期間満了となったことによ

り、2022年２月 28日付の当社取締役会決議を経て 28,000個の新株予約権の譲渡を当社取締役（代表取

締役 CEOの城口洋平を除く）、執行役員、従業員、子会社取締役、子会社従業員、外部協力者に対して

行ったことで、植野泰幸の株式等保有割合が１％以上減少したことに伴うものです。従って、本件は植

野泰幸の株式売却等によるものではなく、時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブ・プラ

ンの具体的な配分を行ったことによる保有割合の変更となります。 

なお本信託（第７回新株予約権）は６つの契約（A01から A06まで）により構成され、概要は以下の

とおりであります。本件の対象となる信託は A04となります。新株予約権の具体的な配分内容について

は、交付ガイドラインに基づき、当社の代表取締役 COO、人事関連組織並びに財務関連組織を所管する

責任者、独立性を有する社外役員２名以上によって構成される評価委員会が決定しております。 

 

＜信託の概要＞ 

名称 時価発行新株予約権信託®  

委託者 城口 洋平 

受託者 植野 泰幸 

信託契約日（信託開始日） 2018年９月 10日 

信託の種類と新株予約権数 （A01～A05）各 28,000個 

（A06）70,000個 

交付日 新株予約権の交付対象者が決定される交付基準日

は信託ごとに以下の日とする。但し、当該日にお

いて当社が上場してから６か月が経過していない

場合には、上場後半年が経過する日の翌営業日ま

でそれぞれ延期されるものとする。 

（A01）：2019年２月の最終営業日又は発行会社

株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経

過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午 



 

 

 

（A02）：2020年２月の最終営業日又は発行会社

株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経

過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午 

（A03）：2021年２月の最終営業日又は発行会社

株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経

過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午 

（A04）：2022年２月の最終営業日又は発行会社

株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経

過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午 

（A05）：2023年２月の最終営業日又は発行会社

株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経

過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午 

（A06）：上記（A05）に定める交付基準時を含む

事業年度内に開催される定時株主総会において取

締役の選任が行われ、その後に開催される取締役

会において新経営体制が確定した日の翌営業日 

信託の目的 （A01～A05）：第７回新株予約権 28,000個 

（A06）：第７回新株予約権 70,000個 

 

 

2. 新株予約権の譲渡の内容 

譲渡人 植野 泰幸 

譲渡先 当社取締役（代表取締役 CEOの城口洋平を除

く）、執行役員、従業員、子会社取締役、子会社

従業員、外部協力者等 

譲渡日 2022年２月 28日 

譲渡個数 28,000個 

譲渡の対象となる潜在株式数 336,000株 

（注）譲渡先である外部協力者においては、日経テレコン及びインターネット検索等を利用し収集した

情報の中から、反社会的勢力等を連想される情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することに

より、反社会的勢力等との関わりを調査し、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものがないことを確

認しております。これらを踏まえて、当社は、外部協力者が反社会的勢力と何らの関係がないものと判

断しております。 

  

 

3. 新株予約権の概要 

決議年月日 2018年９月 10日株主総会 

付与対象者の区分及び人数 社外協力者 １名（植野 泰幸） 

新株予約権の数 210,000個 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数 

普通株式 2,520,000株 



 

 

 

新株予約権の行使時の払込金額 84円 

新株予約権の行使期間 自 2018年９月 10日 

至 2028年９月９日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格：86円 

資本組入額：43円 

新株予約権の譲渡に関する事項  譲渡による新株予約権の取得については当社取締役

会の承認を要する。 

（注）譲渡にあたっては、付与対象者の長期のコミットメントを強化することを企図し、個別の条件に

従ってベスティング条項を付した覚書を締結しております。 

 

 

4. 譲渡前後の新株予約権に係る議決権の数（潜在株式数）の状況 

＜植野 泰幸＞ 

 新株予約権に係る議決権の数 

（潜在株式数） 

総議決権に対する割合 

譲渡前 15,120個 

（1,512,000株） 

4.84% 

譲渡後 11,760個 

（1,176,000株） 

3.96% 

（注）総議決権に対する割合は、2022年２月 28日現在の総株数の議決権の数 296,778個に、植野泰幸

が保有する新株予約権が全て行使された場合の新株発行により増加する議決権数 15,120個を加えた議

決権数 311,898個に対する割合を算出し記載しております。そのため、大量保有報告書に係る変更報告

書に記載の割合とは前提が異なっております。 

 

 

5. 今後の見通し 

 本件譲渡による当社連結業績への影響はございません。 

 

 

以 上 


